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第２章　道　　徳

第１　本指導実践事例集の活用について
１　作成の基本的な考え方

⑴　中学校学習指導要領及び埼玉県中学校教育課程編成要領の趣旨を踏まえて、同指導資料、同評価資料との関連を図り、

道徳の時間の指導の充実に資するよう具体的に実践例を示した。

⑵　生徒一人一人が、ねらいとする道徳的価値についての自覚を深め、主体的に道徳的実践力を身に付けていくことができ

るよう、基本的な指導方法を中心にしながら、多様な指導につながる実践例を示した。

⑶　指導の参考となるよう、指導案とともに授業記録を示し、その中に基本的な着眼点等を示した。

２　取り上げた内容

⑴　道徳的価値及びそれに基づいた人間としての生き方についての自覚を深める道徳授業の創造

ア　言葉を生かし考えを深める工夫

　言語活動の充実が求められているが、道徳の時間における言語活動の中心は話合いである。そこで、効果的な話合い

を行うために「道徳の時間における言語活動の例」を指導過程に沿って示した。また、「話合い」と「討論」のモデル

を示し、具体的な話合いの例に基づき、どのような言語活動が行われるかといった例を示した。

イ　体験活動を生かすなどの指導の充実

　共通体験を想起して指導に生かすという視点で体験活動を活用することにより、道徳的価値の自覚を深める道徳の時

間の指導は一層充実する。しかし、道徳の時間の指導のねらいから、限られた道徳の時間の中で体験活動そのものを実

施することではないことに留意しなければならない。ここでは、生徒の共通体験を導入に生かす事例や授業の中での体

験的活動の一例として、導入の段階で役割演技を取り入れ、道徳的価値への方向付けを行った事例を取り上げた。

ウ　魅力的な教材の開発や活用

　生徒の実態にあった教材で人間としての生き方の自覚が深められるような資料を開発することは、生徒の道徳の時間

への興味・関心を高めるばかりでなく、道徳的心情を豊かにし、判断力を高め、意欲や態度を向上させることが期待で

きる。そこで、開発までの経緯や開発した資料について具体的に示した。

⑵　学校、家庭、地域社会が一体となった道徳教育の推進

ア　道徳教育の取組の家庭や地域社会への広報

　学校は、家庭や地域社会の理解を得て、協力をいただきながら日々の教育活動を進めている。そこで、学校における

道徳教育の取組を家庭や地域社会に伝えるための情報発信を行う必要がある。ここでは、道徳の時間の指導や事前・事

後の指導、アンケートの活用、シラバスの発行、道徳通信や学級便り等の活用例を示した。

イ　道徳教育に関する学校行事等への家庭や地域社会の参加

　学校行事に保護者や地域の方が参加することで、生徒が地域の方と触れ合い、様々な機会を通して絆を深めていくこ

とができる。このため、道徳の授業公開の際に専門的な話をしていただく「ゲスト・ティーチャー」を活用することも

できる。ここでは、保護者や地域の方の負担を少なくするため、より取り組みやすい生徒役として参加する実践例を示

した。

ウ　道徳教育を柱とした地域の活動

　家庭や地域社会が学校と連携し、地域の道徳教育の成果を青少年健全育成協議会が取りまとめ、啓発資料として冊子

を作成配布し、地域の教育力を生かした道徳教育の実践例を示した。

⑶　小・中学校が連携した道徳教育

　小・中学校の内容項目の関連を図った授業

　小・中学校合同の道徳教育推進教師や道徳主任等の取組により内容項目の関連を図り、発達の段階に応じた授業を行っ

た。ここでは「基本的な生活習慣の確立」などを中心に生活規律を身に付ける取組についての実践の例を示した。

３　活用に当たっての配慮事項

　ここで取り上げた事例の活用に当たっては、各学校、各学級及び各地域の実態に応じて創意工夫し、各事例相互の内容を

関連させ、多様な指導や取組を考えるなどして効果を高めることが大切である。
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第２　実践事例

１　道徳的価値及びそれに基づいた人間としての生き方についての自覚を深める道徳授業の創造
⑴　言葉を生かし考えを深める工夫
　道徳の時間における中心的な言語活動は、「話合い」である。生徒の価値の自覚を深めるためには、自分のこととして
主体的に受け止め、話し合うことが必要である。「話合い」は、自分の意見の根拠や理由を明らかにする過程であり、「なぜ？」
「どうして？」と更に深く自己や他者と対話することにより、自分自身を振り返り、自らの価値を見つめ見直すことがで
きる。また、「話合い」が効果的に行われることにより、人間としての生き方について考えを深めることもできる。しかし、
単に「話合い」をすればよいのではなく、効果的な「話合い」をさせるためには、「話合い」に至るまでの間に、話し合
いたくなるような指導過程の工夫とともに、「話合い」の結果から自分自身の成長に気付く終末への展開の工夫が必要で
ある。
　また、道徳の時間における中心的な言語活動は「話合い」ではあるが、１時間の授業中における導入、展開、終末にお
いても様々な言語活動がある。以下にその実践例を示す。

ア　場面絵や写真による導入
　主人公の悩む表情の場面絵を提示することにより自由に想像しながら語ることで、資料の世界に入り込むことができる。
また、主人公と関係のある写真を見せ、自由に語らせながら資料への興味や関心を高めることができる。

イ　役割演技、動作化
　動作化や役割演技は、資料の葛藤場面で生徒が主人公になりきり、その時
の主人公の気持ちを考えながら自己を語ることができる。表現活動を通して
自分自身の問題として深く関わり、ねらいの根底にある道徳的価値について
の理解を深め、主体的に道徳的実践力を育てることにつながるものである。
役割演技は生徒に特定の役割を与えて即興的に演技させることで、今の時点
での自分の気持ちや考えに気付かせる活動である。これらの表現活動は自分
の考えを言語化することで、自分の意見がどのようなことを根拠にしている

のか、どのような理由なのかを明らかにしていく過程でもある。「なぜ」と更に深く自己や他者と対話することで、自分
自身を振り返って、自らの道徳的価値を見つめることになり、道徳的価値に基づいた人間としての生き方の自覚を深める
ことになる。また、演技者を観ている周りの生徒にも意見を求めることにより、生徒全員が自分自身と対話できるように
なる。以下に役割演技を通じて自己との対話を深めていった場面の授業記録を示す。

【ねらい】世界に暮らす人間はみな平等で大切にしなければならないという心情を育てる〔内容項目４－（10）〕
【資料名】私の人生を変えたエチオピア　〔出典：「彩の国の道徳」（中学校）『自分を見つめて』県教委H22.2〕
　場面：キャンプ地に到着して、子どもたちを目の前にしたときの主人公の気持ちを役割演技を通して考える場面

教師（T）・・・主人公の心の声　　　　生徒（S）・・・主人公

資料名　「私の人生を変えたエチオピア」

主人公が思わず尻込みをしてしまう場面

（自作の場面絵）

資料名　「ドクトル本多の誕生」

本多静六が造った時の様子が分

かる写真

本多静六が移植した首賭けイチョウ
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ウ　話合い、討論
　話し合うことによって他者の考え方に対して理解を深めたり、自己の考え方を明確にしたりすることができる。また討
論することで、自分の意見と他者の意見を突き合わせ、同じ点や違う点を確かめ、主人公の生き方や他者の意見を手がか
りに自分自身の考えを深め、練り上げ、自分を見つめ直すことができる。

全体の前での

話合いの再現小集団での話合い
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「話合い」と「討論」のモデル例
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エ　自己の振り返り

　書く活動は、資料の世界から離れ、ねらいとする価値について今までの自分を見

つめ直す重要な活動である。書くことで自分自身と対話し、自分の考えや今の自分

を見つめることができる。資料の感想や１時間の授業の中で心に残ったことを書か

せるのではなく、自分自身の課題やこれまでの自分自身の生き方を見つめ、書かせ

るようにすることがポイントである。書く活動を展開に位置付け、自己を見つめる

視点を具体的に指示することによって、生徒の感じ方や考え方を明確にしていくこ

とができる。

　１時間の授業の中で主人公の生き方に触れ、話合い活動や討論で他者の意見を聞いて自己との対話を行うことで、道徳

的価値についての考えを深めることができる。

　事前のアンケートと比べてみると、「人は自分のために生きていて、人のために生きるのはおかしい。」と思っていた生

徒が、主人公の生き方から、「困っている人に必要とされ、それが役に立ったときに生きる意味につながってくる。」と感

じ、その結果、「生きる意味は、誰かに必要とされ、誰かの役に立ち、誰かに喜ばれることだ。」ということに気付いていた。
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⑵　体験活動を生かすなどの指導の充実
　道徳の時間で体験活動を生かす方法は多様に考えられる。例えば、ある体験活動の中で感じたことを導入や展開で生か
すことができ、指導の場をつなげ、生徒の関心を深めることにつながる。学校が計画的に実施する体験活動で生徒は体験
を共有し、共通の関心をもとに問題意識を高め、学習に取り組むことができる。また、体験活動の活動内容と似た題材の
資料を用いることで生徒の意識が持続され、効果が高まることも期待される。
　さらに、道徳の時間のねらいに効果的に迫るために、役割演技や実物に触れてみるなど体験的活動を取り入れることも
考えられる。ここでは、授業の導入で共通の体験活動を想起させた事例と役割演技を行うことで道徳的価値への方向付け
を図った事例をあげる。

ねらい…思いやりの心をもって相手に接し、互いの立場や気持ちを尊重しながら支え合って生きようとする態度を養う。
 事例１　　共通の体験活動を想起させた導入

 事例２　　役割演技などの体験的活動を取り入れた導入
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⑶　魅力的な教材の開発や活用

　道徳の時間に活用する教材は、生徒が道徳的価値の自覚を深めていくための手掛かりとして極めて大きな意味をもって

いる。また、生徒が人間としての生き方などについて多様に感じ、考えを深め、互いに学び合う共通の素材として重要な

役割をもっている。具体的には、先人の伝記、自然、伝統と文化、スポーツなどを題材として、生徒が感動を覚えるよう

な教材の発掘に努めることが重要である。そこで、次の点を配慮し作成する。

・新聞記事、ビデオ等をそのまま資料として扱い授業を行うことは避ける。

・生徒の発達の段階を考慮し、ねらいと展開を明確にして作成する。

・資料として扱う物の著作権を考慮して開発する。

　本事例は、地域の偉人であり、地域の農業に貢献するばかりでなく、全国の農業技術の発展に寄与した人物を資料化し

たものである。資料開発から活用に至るまでの過程を以下に示す。

　ア　資料の開発にあたって

　郷土の偉人の資料開発に当たっては、次の３点を目的として作成した。

　①生徒の興味や関心を高められるもの。

　②郷土の偉人で、郷土及び地域社会に貢献した人物であること。

　③主人公の生き方を通して、生徒が多様に学び、考えを深めることができるもの。

　イ　資料の決定から魅力ある教材への開発へ
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ウ　資料作成までの流れ

エ　年間指導計画に位置付けるまでの流れ

権田愛三が麦作について

まとめた書籍

権田愛三の偉業を記した記念碑

（熊谷市別府公園内）

資料の中の挿絵は、生徒が

イメージした絵を活用



道　

徳

－ 171 －

オ　授業実践例
第○学年○組　道徳学習指導案

１　主題名　着実にやり抜く強い意志　〔内容項目１-（２）〕

２　資料名　「権田愛三」（自作資料）

３　主題設定の理由

⑴　ねらいとする価値について

　人間としてよりよく生きていくためには、より高い目標を目指し、希望と勇気をもって着実にやり抜く強い意志をも

つことが大切である。日常生活の中のほんの小さな目標であっても、達成されたときの満足感から自信と勇気が出てく

るものであり、次の高い目標に向かって努力する意欲につなげることができる。目標を成し遂げるためには、様々な障

害や困難に遭遇することも多いが、自分の目標を実現するために、最後までやり抜く強い意志と態度を育てたい。

⑵　生徒の実態について（略）

⑶　資料の活用について

　熊谷市は小麦の生産が盛んであり、名物の「熊谷うどん」があったり、給食においても地粉うどんが出されたりして

いる。当時、関心の高くなかった小麦に目をつけ、麦作りを広めたのが権田愛三である。「村の子どもたちが腹を空か

せていることがないようにしたい」という強い気持ちから、困難を乗り越えて、熊谷地方を埼玉県一の麦作地帯にした

のである。麦作りに情熱をかけた熊谷市の偉人、権田愛三の生き方から、自らの目標に向かって着実にやり抜く強い意

志と態度を育てていく。

４　本時のねらい　より高い目標を立て、希望と勇気をもち、くじけないで努力していこうとする態度を育てる。

５　学習指導過程
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６　評価の観点

　・より高い目標を目指し実現させるためには、着実にやり抜く強い意志が大切であることに気付いたか。（生徒）

　・資料を通して、強い意志をもつことの大切さを深く考えさせるための発問や授業形態の工夫ができたか。（教師）

７　板書計画

＜郷土教材の効果的な活用法＞

　郷土の偉人を扱う場合には、資料への導入の工夫を考慮して、その偉人の知名度を事前に把握しておく必要がある。今回

の熊谷市の偉人「権田愛三」については、聞いたことがあるという程度の生徒が３人、熊谷市が麦作りの発祥の地であるこ

とも５人しか知らなかった。そのため、授業実践当日の朝の会で、熊谷市の麦作りの状況や「権田愛三」について簡単に説

明しておいた。さらに、道徳の授業における導入では、「熊谷うどん」や麦畑の写真、「権田愛三」の写真等を視聴覚機器を

使って紹介した。

　偉人を扱った資料には、多様な生き方が織り込まれるため、中心となる道徳的価値以外にも、関連する様々な道徳的価値

がある。本事例では、「着実にやり抜く強い意志」を主題として作成したため、①偉人が郷土に対する思いを叶えるために

実行しようとする場面、②失敗に直面することで、人間としての弱さが出てくる場面、さらに③そこからあきらめずに強い

気持ちをもってやり遂げようとする場面での話合いを行うことで、ねらいに迫ることにした。授業実践は、３年生という自

分の進路決定に向けても強い気持ちをもち始める時期であった。そのため、夢の実現に向けて強い気持ちをもち続けた偉人

の生き方と自分を重ね合わせて考えることができた。

　生徒の感想から

○借金が増えてもなお、子どもたちの空腹をなくしてあげたい！　という高い志に向かってあきらめずにたくさんの方

法を考え、実践する精神の強さがすばらしいと思う。私は３日坊主なので、権田さんを見習って、高い目標をもち続

け頑張りたいです。

○「子どもたちをお腹いっぱいにしてあげる！」という気持ちをずっともち続けていて、失敗して苦しい中でもあきら

めないで前へ進んでいる権田さんはすごいと思いました。私たちのクラスのスローガンにも「夢に向かって走り続け

ろ！」というものがあるから、何事も最後まで全力でやり遂げることが大切だと思った。

○愛三さんは、借金取りが毎日来て、怖くても、子どもや周りの人のために頑張ろうとしていた優しさや、ずっとあき

らめない強さが人一倍あったから、麦王として、みんなの役に立てたんだと思います。今の自分には、愛三さんのよ

うに「誰かのために」というのはないけれど、これからの進路に向けて、あきらめない強い気持ちはもち続けようと

思いました。

　学校給食で郷土食材として「熊谷うどん」が出されるため、生徒の感想や授業で扱った写真等を教室の道徳コーナーに掲

示しておくことで、権田愛三について振り返ることができた。生徒の道徳性を養う環境整備の面からも有効であった。
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２　学校、家庭、地域社会が一体となった道徳教育の推進

⑴　道徳教育の取組の家庭や地域社会への広報

　社会の急激な変化の中で価値観の多様化が進み、道徳教育における学校、家庭、地域社会の連携が重要視されている。

学校は家庭や地域社会との交流を密にし、協力体制を整えるとともに、具体的な連携の在り方について多様な方法を工夫

する必要がある。学校と家庭の連携を深めるためには、道徳教育の意義やねらい、生徒の実態について保護者と共通理解

を図り、共に生徒を育てていくことが大切だという認識をもつことが重要である。本事例は道徳の時間の指導や事前・事

後の指導において、生徒が書いたものを道徳通信で紹介し、それに対する保護者の感想などをさらに学級通信で紹介する

など、学校と家庭との連携を図ったものである。以下に具体的な事例を示す。

　ア　道徳通信の活用

　道徳通信とは、道徳の時間で扱った資料名やそのねらいなどを保護者に知らせるとともに、授業中に書いた生徒のワー

クシートからその内容を紹介するなど、学校から家庭へ情報を提供することが主な目的である。道徳の時間のねらいに

対する生徒の実態のアンケート結果を掲載して、授業の前後で比較したものを保護者に伝えたり、授業で活用するため

の保護者のアンケートを道徳通信を通して依頼し、授業後の生徒の反応を掲載したりするなど、学校と家庭の協力体制

の活性化を図ることができる。道徳通信は各学年の持ち回りで作成するなど工夫して発行することができる。ここでは、

クラス担任が発行している道徳通信を紹介する。

　イ　学級通信

　前述のように「道徳通信」に保護者の意見欄を設けて配布すると、保護者の生の声を聞くことができ、授業改善等に

役立つとともに保護者の関心を高めることができる。（資料２参照）。学校公開週間や授業参観日等で保護者が学校に来

られた際にも、そのことを話題にしたり、感想を伝えてくれたりする様子が見られた。また、届いた保護者の意見や感

想をさらに「学級通信」で紹介していくことによって、学校と家庭が共通理解を図りながら、共に生徒を育てていくこ

とができるようになる。
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　ウ　シラバスの作成

　道徳の時間のシラバスを下記の手順で作成して各家庭に配布し、自校の道徳の授業の取組を知ってもらうことで、家

庭からの協力を得られやすくなる。

①道徳教育の重点目標や生徒の実態等を踏まえて、道徳の時間で指導する内容項目それぞれの時間数を決定する。そ

の後、体験活動等の年間の行事も考慮し、「主題配当表」を作成する。

②「主題配当表」作成後、「ねらい」の設定と適切な「資料」の選択を行い、内容項目のバランスを考えながら各学年の「主

題配列表」を作成する。これを家庭に配布するシラバスとしても活用する。

資料 2 資料 3
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⑵　道徳教育に関する学校行事等への家庭や地域社会の参加

　ア　道徳の授業への保護者、地域住民の参加の事例

　　　道徳の授業に保護者や地域住民が参加する利点は大きい。参加した大人たちには、学校における道徳教育への理

解が深まり、子どもたちにとっては、大人から直接学ぶことにより、道徳的価値の理解や人間理解の深まりが期待

できる。

　　　ここでは、従来の終末等で保護者等に語ってもらう「ゲスト・ティーチャー」という方法でなく、より簡単でし

かも効果が期待できる方法として保護者や地域住民に生徒役で道徳の授業に参加してもらう「ゲスト・スチューデ

ント」という方法を取り上げる。

第３学年○組　道徳学習指導案

１　主題名　　かけがえのない自他の生命を尊重する〔内容項目３－（１）〕

２　資料名　　「ドナーカード」〔出典　３年　副読本〕

３　主題設定の理由

⑴　ねらいとする価値について

　科学技術の進歩は「生命」の在り方を大きく変えた。医療技術の進歩によってそれまで助かることのなかった生命が

助かるようになった。しかしこのことは同時に「生命」に関する倫理的な問題を私たちに突きつけることになった。例

えば、はたして「脳死」を人の死として扱ってよいのかどうかは、いまだに国民的な合意を得ているとは言い難い。現

在も様々に議論される「脳死」「臓器移植」の問題を通して「生命」を重く受け止め、自他の生命を尊重しようとする

態度を育成したい。

　⑵　生徒の実態について

　本学年の生徒は様々なことを多面的に考える力がついてきており、若者らしい真っ直ぐさ、正義感をもった生徒も多

い。しかし、「人間としての生き方」の問題と真正面から向き合うことができない生徒もいる。本主題である生命の問

題を考えることは非常に難しい問題ではあるが、避けることのできない重要な問題である。まもなく義務教育を終える

この時期であるからこそ、脳死や臓器移植の問題を通して生命の重要さについて考え、自他の生命を尊重しようとする

態度を育成したい。

　⑶　資料の活用について

　本資料は臓器移植に関しての率直な考えを述べた新聞の投書を扱ったものである。本時においては脳死や臓器移植の

賛否や是非の議論に終始することなく、例えば、投書の母親はどんな思いから亡くなった幼子に涙を流したのか、どん

な思いから自分の娘をドナーにはできないのかということを考えさせたい。そして、いずれの立場もたった一つしかな

い命を大切にしたいと願う気持ちの表れなのだということに気付かせ、自他の生命を尊重しようとする態度を育成した

い。

４　本時のねらい

　　生命の尊さを深く自覚し、かけがえのない自他の生命を尊重する態度を育成する。

５　学習指導過程
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６　評価の観点

　・保護者との意見交換の中で、生命の大切さについて考えを深めることができたか。〈生徒の学習の評価〉

　・生命の尊さを自覚し深く考えさせるために、保護者の参加を有効に活用することができたか。〈教師の指導の評価〉

７　保護者の授業参加について

⑴　参加保護者の対象

　本授業においては10名の保護者に「生徒」役で参加してもらった。10名

の中で本学級の保護者は２名、その他は他学年、他学級の保護者（ＰＴＡ役

員）である。対象は学級の保護者だけでなく、学校応援団や学校評議員など、

地域の大人でもよい。

⑵　授業の形態

　本授業は小グループでの話合いを中心に展開

した。

　右の図のように生徒の班８班と、保護者の班

２班で授業を行った。

　グループ内で意見交換を行い、多様な価値観

に触れる機会を多く設けた。意見は集約するの

ではなく、自他の考えの類似点や相違点をとら

え、自分の考えを発表させるようにした。グルー

プでの話合いのため、一人一人の考えを伝える

時間が確保でき、活発な意見交換ができた。

　生徒も保護者も、互いの意見に触れることが

でき、考えを深め合っている様子が見られた。
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⑶　本授業実施に向けての準備
　　本授業実施に向けた保護者との打ち合わせは以下のとおりである。

　①本授業の構想を管理職に相談し、推進委員会、職員会議等で報告する。（授業約１か月前）
　②ＰＴＡ会長に授業の構想、ねらいを説明して、保護者等の協力を得る。（授業約１か月前）
　③ＰＴＡ役員会において本授業の構想、ねらいを説明し、授業への協力者を募る。（授業約３週間前のＰＴＡ役員会）
　④ＰＴＡ会長を通じて協力者を確定させる。（授業約２週間前）
　⑤当日授業の30分前に協力者を集め、班分けと授業の流れについて説明する。（資料は事前には配布しない）

⑷　授業の中での発言

⑸　授業後の感想

８　まとめ
　「保護者や地域の人々に道徳の授業に参加して欲しいが、適切な人材を探したり、準備の時間がなかなかとれなかった
りする。また、せっかく参加していただいたのに、たった５分の話では申し訳ない。」ということが、保護者や地域の人
材を道徳の授業に活用する課題となっている。
　本実践の場合、参加してもらう保護者や地域の人は、特に何かの専門家であったり、特別な体験をしている人であった
りすることはなく、いつも身近にいる地域の大人である。また、長時間の打ち合わせや準備の必要もない。本実践のよう
に「生徒役」として協力を依頼し、保護者や地域の人々が参加して授業を行う方法も有効な手段である。
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⑶　道徳教育を柱とした地域の活動

　道徳の時間の授業を公開したり、授業の実施や地域教材の開発、活用などに保護者や地域の人々の積極的な参加や協

力を得たりすることは、家庭や地域社会との共通理解を深め、相互の連携を生かした一体的な道徳教育を推進するため

の大切なはたらきかけである。

　本事例は、活動基盤が小・中学校通学区と一致し、学校教育と深く関わっている団体である「Y町O地区青少年健全

育成協議会」との連携により、家庭や地域の理解を深め、道徳教育の推進を目指し、啓発活動に取り組んだ事例である。

ア　作成した文集・絵画集　「郷土○○　心あたたまる　いい話」　全56ページ　発行部数１,500部

イ　編集の目的

　地域の児童生徒に対して、美しいものや価値あるものに感動するみずみずしい感性を育むとともに、善悪についてしっ

かりと考えることができる力を養っていこうと考えた。

　そこで、地域ぐるみの道徳教育として、小・中学校の児童生徒を中心に、地域の高校生、一般の社会人の方から、郷

土を愛し、埼玉県一がんばる児童生徒が育つ我が地区の「心あたたまるちょっといい話」を集めて冊子にまとめること

とし、各家庭等に配布して児童生徒の健全育成に資するという目的を設定した。

ウ　冊子の構成

　表紙　小・中学校児童生徒作品から

　挨拶　Y町O地区青少年健全育成協議会会長　同町教育長　地域選出の全議員　全小・中学校長

　内容　児童・生徒作品（作文各学級２点・絵画各学級１点　計87作品　俳句118作品）

　・親切にされてうれしかった話や自分が体験した心あたたまるちょっといい話の作文。

　・親切にされてうれしかったことや自分が体験した感動的な場面の絵画及び俳句で

保護者等の掲載の同意のある作品。

〈作文〉　縦書き　（１学級は２人で２段組）

　　　　小学校　第１・２学年は200字程度、第３・４学年は330字程度、

　　　　　　　　第５・６学年は480字程度

　　　　中学校　620字程度　（高校・一般は中学校に準ずる）

〈絵画〉　小・中学校全学年、高校・一般は共通

　　　　Ａ５サイズ横長の清書用紙にクレヨンや水彩絵具、色鉛筆等で描き、

　　　　１行コメントを加えたＡ４サイズ　上下２段組

エ　表彰規定

　冊子「郷土○○　心あたたまる　いい話」に作文、絵画等が掲載された児童生徒等に対して、○○地区青少年健全育

成協議会会長名で表彰し賞賛する。

オ　冊子発行の成果

　日常生活の中で互いに人と人とが思いやり、心を通わせ合う姿、思わぬ失敗談から学んだことや微笑ましい話も含ま

れており、「人と人との絆、人と地域社会との絆」を感じさせてくれるものとなっている。

　本冊子を、Y町O中学校区の全児童生徒へ配布し、O地区の全て

の家庭には、回覧によって一読をお願いした。また、地域の医療機

関、金融機関、郵便局や駅等の公共施設へ配布し、閲覧に供するこ

とができた。

　小・中学校の児童生徒、保護者のみならず、広く地域社会の方々

に「我が郷土の心あたたまるいい話」を届けることによって、児童

生徒に対して美しいものや価値あるものに感動するみずみずしい感

性や善悪についてしっかりと考えることができる力を養うことがで

きた。
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３　小・中学校が連携した道徳教育

　道徳教育の連続性、一貫性を考える観点から、小学校と中学校、中学校と高等学校などの学校間の連携を一層充実させ 

る必要がある。例えば、相互の学校行事に参加したり、幼稚園や保育所で中学生や高校生が職場体験を行ったりするなど、

下記の①～⑥などのように、様々な取組を工夫することができる。

　　①　道徳の時間の授業参観、研究協議を行う。

　　②　小・中学校の教員同士が協力して授業を行う。

　　③　道徳教育について、合同研修会を行う。

　　④　保護者や地域の方を対象に、道徳講演会を共催で行う。

　　⑤　児童生徒が合同で奉仕活動などの体験活動を行う。

　　⑥　児童生徒が合同であいさつ運動など実践活動を行う。

　小・中学校が連携をして９年間の見通しをもち、一貫した道徳教育を推進

することは、共通の課題を認識してその解決を図るためにも効果的である。

　下記に示す事例は、両校の道徳教育推進教師が中心となって小・中学校と

の連携を図り、基本的な生活習慣の確立などを中心に、生活規律をしっかり

と身に付けながら道徳性を育むことを中心に行ったものである。

⑴　共通課題を基にした道徳の授業の実施 

　Ａ小学校とＢ中学校の道徳教育推進教師が中心となって合同研修会を計画

し、指導方法の改善等の研修を夏季休業中に実施した。そして、年間指導計

画に則って、同じ時期に「あいさつ」や「靴そろえ」を題材とした道徳の授

業を行うこととした。

小・中合同運動会

中学生が小学校であいさつ運動

〈Ｂ中学校「父の一言」の授業風景〉
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⑵　「挨拶運動」の実施

　Ａ小学校及びＢ中学校の合同の取組として、それぞれの学校で同じ時期に、職員による「挨拶先手運動」や児童会及び

生徒会による朝礼前の「挨拶運動」を行った。

　誰もが挨拶をされると気持ちよいものである。挨拶を通して、望ましい生活習慣や思いやりの心を育むことができた。

⑶　「靴そろえ」の実践

　Ａ小学校とＢ中学校の生徒指導担当、道徳教育推進教師が連携を図り、「靴そろえ」の実践を行った。Ａ小学校及びＢ

中学校では、下足箱のところに靴そろえの見本を掲示し実践をした。

　Ａ小学校では学年が上がるにつれて「靴そろえ」が身に付き、高学年が一番整っていた。そのままＢ中学校に引き継が

れ、生徒もしっかりと靴をそろえることができた。

　小・中学校の道徳教育推進教師が中心となり、９年間を見通して組織的、計画的に道徳教育を推進していくことが、児

童生徒の発達の段階と課題に即した重点的な取組の効果を高め、児童生徒の道徳性を着実に育成することにつながってい

くものである。

職員による「あいさつ先手運動」

〈Ａ小学校の取組〉

〈Ｂ中学校の取組〉

生活委員会による「あいさつ運動」 両校に同じ掲示物を貼る


